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  65 歳以上の方を対象と 

して令和 4 年 1 月 1 日か

ら、「雇用保険マルチジョ

ブホルダー制度」が施行さ 

れます。雇用保険は、1 週間の所定労働

時間が 20 時間以上なければ被保険者と

なることができませんが、「雇用保険マル

チジョブホルダー制度」は、以下の要件

をすべて満たす場合、雇用保険の加入を

希望する労働者本人が自身の住居所を管

轄するハローワークに申し出ることで、

申し出を行った日から特例的に雇用保険

の被保険者（マルチ高年齢被保険者）と

なることができる制度です。 

【雇用保険マルチジョブホルダー制度の適用対象者】 
①複数の事業所に雇用される 65 歳以上の労働者

であること。 

②2 つの事業所（1 つの事業所における 1 週間の

所定労働時間が 5 時間以上 20 時間未満）の労

働時間を合計して 1 週間の所定労働時間が 20

時間以上であること。 

③2 つの事業所のそれぞれの雇用見込みが 31 日

以上であること。 

 これにより、マルチ高年齢被保険者で

あった方が失業した場合には、離職の日

以前 1 年間に 11 日以上（11 日に満た

ない場合には 80 時間以上）の賃金支払

い基礎となった日数のある完全な月が 6

か月以上の勤務実績等があれば、高年齢

求職者給付金を受給することができるよ

うになります。 

通常、雇用保険の被保険者に関する手

続きは事業主が行いますが、この制度で

は、基本的に労働者本人が手続きを行う

必要があります。手続きに必要な証明（雇 

用の事実や所定労働時間など）は、労働

者本人が事業主に記載を依頼します。事

業主は、労働者から証明を求められた場

合は、速やかにその証明を行わなければ

ならなりません。特に資格取得手続きは

遡及できないため、配慮が必要です。 

労働者本人がハローワークで手続きを

行うと、ハローワークより事業所宛に「雇

用保険マルチジョブホルダー雇入・資格

取得確認通知書（事業主通知用）」が交付

（郵送）されます。この通知書に記載さ

れた申出・資格取得年月日から雇用保険

料の納付義務が発生しますので、給与計

算や年度更新手続きの際にはご留意くだ

さい。 

                  雇用調整助成金・緊  

急雇用安定助成金につ

いては、令和 4 年 3 月

まで新型コロナウイル 

ス感染症の影響に伴う特例措置が継続さ 

れます。ただし、現在の助成内容は令和 3

年 12 月末までとなっており、令和 4 年

1 月以降の助成内容等については、今後

公表されることになっています。 
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【全国】 
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13,500 円 
地域特例＊1 

業況特例＊2 
4/5（10/10） 

15,000 円 
括弧書きは解雇等を行わない場合の助成率です。 
＊1 緊急事態措置を実施すべき区域、まん延防止等

重点措置を実施すべき区域において、知事による
要請を受けて、知事が定める区域・業態において
営業時間短縮等に協力する事業主が対象となり
ます。 

＊2 生産指標が最近 3 か月の平均で前（々）年同期
比30％以上減少の全国の事業主が対象となりま
す。 

令和3年1１月号 

 

上野事務所ニュース 

雇用調整助成金

の特例措置等延

長について 

雇用保険マ
ルチジョブ
ホルダー制
度について 



       ≪千葉県中小企業等事業継

続支援金（支援金 A）≫ 

        千葉県では、新型コロ

ナウイルス感染症の影響 

により、売上が前年又は前々年同月と比

較して 30％以上減少している中小企業

者等を対象に、支援金（中小企業等は 30

万円、個人事業者等は 15 万円）を給付

しています。 
〈対象要件〉 

①令和 3 年 3 月 31 日までに創業し、申請時点で

千葉県内に「本店」又は「主たる事業所」を有す

る中小企業等（＊1）又は個人事業者等（＊2）であ

ること。 

②千葉県が実施する「千葉県感染拡大防止対策協力

金（飲食店、大規模施設・テナント等）（令和 3

年4月～令和3年9 月の間における時短営業等

の要請に対する協力金）」（以下、協力金という。）

の支給対象とならないこと。 

③新型コロナウイルス感染症の影響により、令和 3

年 4 月～令和 3 年 10 月までのいずれかひと月

の売上が、令和元年又は令和 2 年の同月比で

30％以上減少していること。 

④申請時点で事業を継続しており、引き続き千葉県

内で事業を継続する意思を有すること。 

⑤事業内容が公の秩序又は善良の風俗を害するこ

ととなるおそれがないこと。 

⑥事業を営むに当たって関連する法令及び条例等

を遵守していること。 

⑦「暴力団排除に関する規定」を遵守し、本件に係

る千葉県警察本部への照会について、予め承諾す

ること。 
＊1 資本金等 10 億円未満、又は資本金等が定められていない場

合は常時使用する従業員数が 2,000 人以下の法人をいう。 
＊2 個人で開業し、主たる収入を事業所得で確定申告した「個人

事業者」のほか、雇用契約によらない業務委託契約等に基づく
事業収入を主たる収入として、雑収入・給与所得で確定申告し
た個人事業者を含む。 

≪千葉市中小企業者向け支援金≫ 

千葉市では、緊急事態宣言・まん延防止

等重点措置に伴う飲食店時短営業又は外

出自粛等の影響を受け、事業収入が減少

した中小企業者のうち、国の月次支援金

の対象外となる事業者に対し、支援金を

給付しています。 

【千葉市中小企業者一時支援金】 

令和3年1月～3月の事業収入減に対

する支援金の対象は以下の全てに該当す

る事業者です。給付額は 1 事業者当たり

一律 15 万円です。 
①令和 2 年 12 月までに創業し、千葉市内に「本

店」又は「主たる事業所」を有する中小企業者等。 

②国の月次支援金及び都道府県による営業時間短

縮要請に伴う協力金の対象とならない。 

③令和 3 年 1 月、2 月又は 3 月の売上減少率が、

対前年又は前々年同月比 20％以上 50％未満の

事業者。（50％以上の減少月がないこと。） 

④令和3 年1月から3月までの売上減少額の合計

が 15 万円以上ある事業者。 

⑤引き続き千葉市内で事業継続の意思がある事業

者。 

【千葉市中小企業者月次支援金】 

令和 3 年 4 月～10 月の事業収入減に

対する支援金の対象は以下の全てに該当

する事業者です。給付額は 1 事業者当た

り 1 月につき 5 万円です。 
①令和 2 年 12 月までに創業し、千葉市内に「本

店」又は「主たる事業所」を有する中小企業者等。 

②国の月次支援金及び都道府県による営業時間短

縮要請に伴う協力金の対象とならない。 

③令和 3 年 4 月～10 月の申請する各月の売上減

少率が、対前年又は前々年同月比 20％以上

50％未満の事業者。（50％以上の減少月がない

こと。） 

④申請する各月の売上の減少額が 5 万円以上ある

事業者。 

⑤引き続き千葉市内で事業継続の意思がある事業

者。 

 千葉市の中小企業者向け支援金は最大

10 か月分をまとめて申請することがで

きます。また、1 月分から 10 月分のう

ち 4 か月以上受給した場合、一律 20 万

円の追加支給があります。（千葉市中小企

業者追加支援金） 

 千葉県、千葉市の支援金の申請期限は、

どちらも令和 3 年 12 月 28 日までとな

っており、原則としてオンラインでの申

請となっています。オンラインでの申請

が難しい場合には、郵送での申請も可能

です。 

 売上減少率によって申請可能な支援金

が異なりますので、以下の表でご確認く

ださい。 

売上減少率 50％
以上 

30％以上 
50％未満 

20％以上 
30％未満 

20％
未満 

【千葉県】 
事業継続 
支援金 

○ ○ × × 

【千葉市】 
中小企業者
向け支援金 

× ○ ○ × 

【国】 
月次支援金 ○ × × × 

＊千葉市中小企業者向け支援金は、千葉県中小企業等

事業継続支援金との重複受給が可能です。 

中小企業者

向け支援金

について 


